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紀伊山地における大規模土砂災害対策の計画段階評価に関する
有識者委員会規約（案）

（趣旨）
第１条 本規約は、国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領（以下「実施要領」

という ）に基づき、紀伊山地における大規模土砂災害対策（以下「大規模土砂災。
害対策」という ）の計画段階評価に関する有識者等委員会（以下「委員会」とい。
う ）に関して必要な事項を定めるものとする。。

（目的）
第２条 近畿地方整備局長は、実施要領に基づき近畿地方整備局が実施する大規模土砂災

害対策の計画段階評価にあたって、学識経験者等の意見を聴くことを目的として委
員会を設置する。

２ 委員会は、実施要領に基づき近畿地方整備局が作成する計画段階評価（案）及び
その対応方針（原案）について意見を述べるものとする。

（組織等）
第３条 近畿地方整備局長は、紀伊山地及び地域の振興に関し学識経験等を有する者のう

ちから、委員を委嘱する。
２ 委員の任期は、平成２９年３月３１日までとする。

（委員長）
第４条 委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。

２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。

（事務局）
第５条 委員会の事務局は、近畿地方整備局紀伊山地砂防事務所に置く。

（運営）
第６条 委員会は、近畿地方整備局長の指示により事務局が招集する。

２ 委員会は、委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理
出席は認めない。

（情報公開）
第７条 委員会の審議に関する情報は、公開とする。

（規約の改正）
第８条 本規約の改正は、委員総数の３分の２以上の同意を得てこれを行う。

（その他）
第９条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。

附 則
（施行期日）

この規約は、平成２８年１１月２日から施行する。

資料２



- 2 -

資料２

紀伊山地における大規模土砂災害対策の計画段階評価に関する
有識者委員会 委員名簿

氏 名 所 属 等 分 野 備 考

和歌山大学 システム工学科 水工学・
江種 伸之 教授 地盤工学

立命館大学 理工学部 河川工学・
里深 好文 都市システム工学科 教授 砂防工学

田辺市熊野ツーリズムビューロー
多田 稔子 観光振興会長

京都大学 防災研究所
藤田 正治 砂防工学教授

奈良女子大学 住生活学・
室﨑 千重 研究院生活環境科学系 講師 福祉住環境学

※五十音順、敬称略


